大東市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市に建設する場合（住宅型）



■有料老人ホーム設置届にかかる事務手続きフロー
	手続き
	設置予定者
	介護事業者課
施設指導グループ
	建築関係部局・機関

	
①事前協議








②建築確認申請




③着工／事前手続




④竣工／設置届
 （開設1カ月前まで）






⑤開設
	
提出書類
・有料老人ホーム
事前相談計画書
・建物の平面図
・その他参考資料






住民説明



建築確認申請










提出書類
・設置届出書




入居募集

　
	
受　付














受　付
提出書類
・設置届出に係る
添付書類





・住所地特例対象施設一覧
・重要事項説明書
・情報開示事項一
覧表  の公表
受付・審査
受理通知の交付

	




受付・審査
建築確認済証の交付


	
	
	
	




